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おぜき栄子
鳥井やすこ

無料法律相談会毎月第1火曜日 おぜき栄子・鳥井やすこ事務所
相談される方は事前に事務所へ連絡をして下さい。

ＴＥＬ090-8004-0577 ＴＥＬ090-1690-5106

一般質問議員と日時（予定）

６月議会が始まりました

会期は、５月２９日から６月２３

日となります。

主な議案

①特別職等の給与条例の改正

②介護保険条例の改正

③国民健康保険条例の改正

④後期高齢者医療条例の改正

⑤市会議員の報酬、期末手当

の特例条例の制定

⑥一般会計補正予算

（第2号、第3号）

日程

＊一般質問

６月10・1１日の 午前

10時から

＊常任委員会

・１５日（月）10時～

総務企画防災

（鳥井やすこの所属委員会）

・１６日（火）10時～

民生環境水道

（おぜき栄子の所属委員会）

・１７日（水）10時～

教育経済建設

＊最終日・本会議

・２３日（火） 午後２時～

（先発議員の質問状況により、時間が変わることもあります

傍聴の際はマスクをご用意ください。

本会議・一般質問・常任委員会は、傍聴できます。
なお、わたらせＴＶや市ホームページからも視聴で
きます。
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足利市では国の補正予算に計上された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金」3億9000万円と「市長を含む特別職及び議員報酬の削減」1000万円の合計4億円
を活用し、地域経済と子育て世帯や生活者を支援することを目的に「第２次 明日の笑顔プ
ロジェクト事業」が4月29日の本会議で可決されました。主な事業は下記の通りです。

質問日 発言順 時間

1 栗原　収 議員 午前10時

2 黒川　貫男 議員 午前11時10分

3 平塚　茂 議員 午後１時10分

4 小林　貴浩　 議員 午後２時20分

5 中島　真弓 議員 午前10時

6 鳥井　やすこ 午前11時10分

7 大谷　弥生 議員 午後１時10分

議員氏名

6月10日
（水）

6月11日
（木）
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今年も咲いた「アンネのバラ」
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事業名 内　容 申請方法 問い合わせ先

売上が減少している事業者への支援
1か月の売上が２０～５０％減少の事業
者に対し上限１０万円

小規模事業者の店舗等の家賃補助
１事業者につき６万円（3万円×2ヶ月）
対象：飲食業、小売業等

子育て世帯を支援する事業
国の子育て世帯臨時給付金に1万円
上乗せ支給

申請不要（国の
子育て給付金と
合わせて振込）

児童家庭課
0284-20-2137

準要保護児童生徒の給食支援事業
学校休業中の給食費相当額として
2ヶ月分支給

申請不要、就学
援助費と併せて
支給

学校管理課
0284-20-2221

雇止めまたは内定取消にあった方の
一時的な雇用
新型コロナウイルス感染症対応のため
の臨時職員の雇用

補助職員登録申
込書に記入し、
人事課の面接を
受ける（採用人数
２名）

人事課人事担当
0284-20-2116

救急活動・避難所等での感染防止
対策の強化
感染防止衣、ゴーグル、噴霧消毒機、
避難所用間仕切り等の購入

公共施設、公共事業等の感染防止
対策
サーマルカメラ、非接触型体温計等の
購入

感染拡大の防止を
図るために

申請書と必要書
類を準備し商業
振興課に提出

産業観光部
商業振興課
0284-20-2156

事業者への支援

子育て・生活者へ
の支援


